
 

 瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する

条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２３年６月２２日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第１９号 

   瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

 瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する

条例施行規則（平成１４年瀬戸市規則第２０号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（産業廃棄物等関連施設） （産業廃棄物等関連施設） 

第１条の２ 条例第２条第１号に規定する規則で

定める産業廃棄物等関連施設は、次のとおりと

する。 

第１条の２ 条例第２条第１号に規定する規則で

定める産業廃棄物等関連施設は、次のとおりと

する。 

⑴から⑶まで ＜省略＞ ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

⑷ 産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する

施設（施設の面積が１００平方メートル未満

のものを除く。）であって、産業廃棄物の収

集又は運搬を業として行う者（廃掃法第１４

条第１項又は第１４条の４第１項の許可を要

するものに限る。）が設置するもの 

⑷ 産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する

施設（施設の面積が１００平方メートル未満

のものを除く。）であって、産業廃棄物の収

集又は運搬を業として行う者（廃掃法第１４

条第１項又は第１４条の４第１項の許可を要

するものに限る。）又は廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省

令第３５号。以下「廃掃法施行規則」という。）

第１０条の３第２号の指定を受けた者が設置

するもの 

 ⑸ 産業廃棄物の再生利用の用に供する施設で



 

あって、廃掃法施行規則第９条第２号の指定

を受けた者が設置するもの 

⑸ ＜省略＞ ⑹ ＜省略＞ 

⑹ ＜省略＞ ⑺ ＜省略＞ 

（適用除外） （適用除外） 

第２条 条例第２条第２号ただし書に規定する規

則で定める設置は、前条第５号に掲げる産業廃

棄物の最終処分場（汚泥の埋立処分を行うもの

として廃掃法第１５条第１項の許可を受けて設

置されたものに限る。）において、当該施設の

構造及び規模を変更することなく、これを前条

第６号に掲げる汚染土壌の埋立処理施設として

使用するものをいう。 

第２条 条例第２条第２号ただし書に規定する規

則で定める設置は、前条第６号に掲げる産業廃

棄物の最終処分場（汚泥の埋立処分を行うもの

として廃掃法第１５条第１項の許可を受けて設

置されたものに限る。）において、当該施設の

構造及び規模を変更することなく、これを前条

第７号に掲げる汚染土壌の埋立処理施設として

使用するものをいう。 

２ 条例第２条第２号ただし書に規定する規則で

定める変更は、次の各号に掲げる産業廃棄物等

関連施設の区分に応じ当該各号に定めるとおり

とする。 

２ 条例第２条第２号ただし書に規定する規則で

定める変更は、次の各号に掲げる産業廃棄物等

関連施設の区分に応じ当該各号に定めるとおり

とする。 

⑴ 前条第１号又は第５号に掲げる施設 廃掃

法第１５条の２の５第１項ただし書に定める

変更 

⑴ 前条第１号又は第６号に掲げる施設 廃掃

法第１５条の２の５第１項ただし書に定める

変更 

⑵ 前条第２号又は第６号に掲げる施設 土壌

汚染対策法第２３条第１項ただし書に定める

変更 

⑵ 前条第２号又は第７号に掲げる施設 土壌

汚染対策法第２３条第１項ただし書に定める

変更 

⑶ 前条第３号に掲げる施設 廃掃法第１５条

第１項又は土壌汚染対策法第２２条第１項に

定める許可を要しないもの 

⑶ 前条第３号又は第５号に掲げる施設 廃掃

法第１５条第１項又は土壌汚染対策法第２２

条第１項に定める許可を要しないもの 

⑷ ＜省略＞ ⑷ ＜省略＞ 

（事業計画書） （事業計画書） 

第４条 第１条の２第１号及び第３号から第５号

までに掲げる産業廃棄物等関連施設に係る条例

第５条第１項の事業計画書は、産業廃棄物等関

連施設（産業廃棄物）設置事業計画書（第１号

様式）によるものとする。 

第４条 第１条の２第１号及び第３号から第６号

までに掲げる産業廃棄物等関連施設に係る条例

第５条第１項の事業計画書は、産業廃棄物等関

連施設（産業廃棄物）設置事業計画書（第１号

様式）によるものとする。 

２から４まで ＜省略＞ ２から４まで ＜省略＞ 



 

５ 第１条の２第２号及び第６号に掲げる産業廃

棄物等関連施設に係る条例第５条第１項の事業

計画書は、産業廃棄物等関連施設（汚染土壌）

設置事業計画書（第２号様式）によるものとす

る。 

５ 第１条の２第２号及び第７号に掲げる産業廃

棄物等関連施設に係る条例第５条第１項の事業

計画書は、産業廃棄物等関連施設（汚染土壌）

設置事業計画書（第２号様式）によるものとす

る。 

６ 第１項及び前項の事業計画書には、次に掲げ

る書類及び図面を添付しなければならない。 
６ 第１項及び前項の事業計画書には、次に掲げ

る書類及び図面を添付しなければならない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 第１条の２第５号又は第６号に定める施設

にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の

状況を明らかにする書類及び図面 

⑵ 第１条の２第６号又は第７号に定める施設

にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の

状況を明らかにする書類及び図面 

⑶ 第１条の２第１号から第３号までに定める

施設にあっては、処理工程図 
⑶ 第１条の２第１号から第３号まで又は第５

号に定める施設にあっては、処理工程図 

⑷から⑾まで ＜省略＞ ⑷から⑾まで ＜省略＞ 

７ ＜省略＞ ７ ＜省略＞ 

８ 条例第５条第１項第５号の規則で定める事項

は、次のとおりとする。 
８ 条例第５条第１項第５号の規則で定める事項

は、次のとおりとする。 

⑴から⑶まで ＜省略＞ ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

⑷ 第１条の２第５号に定める施設にあって

は、埋立処分の計画 
⑷ 第１条の２第６号に定める施設にあって

は、埋立処分の計画 

⑸ 第１条の２第１号又は第３号から第５号ま

でに掲げる施設にあっては、当該産業廃棄物

等関連施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出

の時間及び方法に関する事項 

⑸ 第１条の２第１号又は第３号から第６号ま

でに掲げる施設にあっては、当該産業廃棄物

等関連施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出

の時間及び方法に関する事項 

⑹ 第１条の２第２号又は第６号に定める施設

にあっては、次に掲げる事項 
⑹ 第１条の２第２号又は第７号に定める施設

にあっては、次に掲げる事項 

アからカまで ＜省略＞ アからカまで ＜省略＞ 

第４条の２ 条例第５条第１項に規定する事業計

画書の提出は、次に掲げる行為の前に行わなけ

ればならない。 

第４条の２ 条例第５条第１項に規定する事業計

画書の提出は、次に掲げる行為の前に行わなけ

ればならない。 

⑴ 第１条の２第１号又は第５号に掲げる施設

にあっては、廃掃法第１５条第１項（当該産

業廃棄物等関連施設の構造又は規模を変更す

⑴ 第１条の２第１号又は第６号に掲げる施設

にあっては、廃掃法第１５条第１項（当該産

業廃棄物等関連施設の構造又は規模を変更す



 

る場合にあっては、同法第１５条の２の５第

１項）の許可の申請 
る場合にあっては、同法第１５条の２の５第

１項）の許可の申請 

⑵ 第１条の２第２号又は第６号に掲げる施設

にあっては、土壌汚染対策法第２２条第１項

（当該産業廃棄物等関連施設の構造又は規模

を変更する場合にあっては、同法第２３条第

１項）の許可の申請 

⑵ 第１条の２第２号又は第７号に掲げる施設

にあっては、土壌汚染対策法第２２条第１項

（当該産業廃棄物等関連施設の構造又は規模

を変更する場合にあっては、同法第２３条第

１項）の許可の申請 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

⑷ 第１条の２第４号に掲げる施設にあって

は、次に掲げるもののうちいずれか早いもの 
⑷ 第１条の２第４号に定める施設のうち産業

廃棄物の収集又は運搬を業として行う者が設

置するものにあっては、次に掲げるもののう

ちいずれか早いもの 

 ア及びイ ＜省略＞  ア及びイ ＜省略＞ 

 ⑸ 第１条の２第４号（前号に定める施設を除

く。）又は第５号に定める施設にあっては、

当該産業廃棄物等関連施設の設置に係る工事

の着手 

（関係地域の設定の基準等） （関係地域の設定の基準等） 

第６条 条例第６条第１項の規定による関係地域

は、次の各号に掲げる産業廃棄物等関連施設の

区分に応じ、事業用地の境界線から当該各号に

定める距離までにある地域とする。 

第６条 条例第６条第１項の規定による関係地域

は、次の各号に掲げる産業廃棄物等関連施設の

区分に応じ、事業用地の境界線から当該各号に

定める距離までにある地域とする。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 第１条の２第５号又は第６号に定める施設 

３キロメートル 
⑵ 第１条の２第６号又は第７号に定める施設 

３キロメートル 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（告示及び縦覧） （告示及び縦覧） 

第７条 条例第７条の規則で定める事項は、次の

とおりとする。 
第７条 条例第７条の規則で定める事項は、次の

とおりとする。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

⑸ 産業廃棄物等関連施設の処理能力（第１条

の２第５号又は第６号に定める施設である場

⑸ 産業廃棄物等関連施設の処理能力（第１条

の２第６号又は第７号に定める施設である場



 

合にあっては、埋立ての用に供される場所の

面積及び埋立容量） 
合にあっては、埋立ての用に供される場所の

面積及び埋立容量） 

⑹から⑼まで ＜省略＞ ⑹から⑼まで ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


